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はじめに 

 

 国際協力事業団は、平成 4 年度（1992 年）以来、開発途上国における地球温

暖化問題を担当する行政官を対象に、地球温暖化問題の科学的、技術的知見の

最新情報の提供、更には国際的な条約に対応するための行政能力を高めるため

の集団研修を実施し、これまでに 30 ヶ国以上から 115 名の研修員を受け入れて

います。 

 地球温暖化問題を取り巻く国際情勢や温暖化のメカニズムの科学的知見、ま

た地球温暖化の元凶であり、人類の様々な活動によって排出される温室効果ガ

スを削減する技術は日進月歩の分野であり、途上国においても最新の情報を入

手し、この全地球的問題に対し最適な政策や技術を導入し、行動をとることが

求められています。 

 本報告書は、帰国研修員に対するアフターケア、研修成果の確認、新たな研

修ニーズ等を調査することを目的として、これまでに多数の研修員が来日して

いるインドネシアと、今後急速な経済発展が見込まれるヴィエトナムの 2 ヶ国

を対象に特別案件等調査団を派遣し、その成果をとりまとめたものであります。 

 本報告書が、当該分野における各国の現状、帰国研修員の活動状況および要

望について関係各位のよりいっそう深いご理解をいただくための一助となり、

今後の事業実施の参考となれば幸いです。 

 また、本調査団の派遣および報告書のとりまとめについて多大なご尽力をい

ただいた環境省地球環境局ならびに財団法人地球環境戦略機構および関係各位

に感謝の意を表する次第であります。 
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１．調査概要 

１�１  調査の目的 

地球温暖化対策コースは、開発途上国に対し「気候変動枠組条約(UNFCCC: United Nations 

Framework Convention on Climate Change)」および「京都議定書(Kyoto Protocol)」に関する

科学的、技術的知見の最新情報を提供し、併せて我が国の対応策を紹介することにより、

同諸国の加盟および条約により課せられる責務の遂行を支援し、さらにはインベントリー

および国家戦略の作成能力を育成する事を目的とし、開設されている。1992年度より「地

球温暖化対策セミナー」として5年間実施し、1997年度より名称・コース内容を改編し現在

に至っている。 

当初のセミナーから合わせて合計で115名の研修員が参加しているが、未だ研修終了後の

成果、新たな研修ニーズ等を確認するための調査が実施されていない。また、併せて地球

温暖化に対する各国の対応状況を確認し、研修内容に反映する必要もある。 

この様な背景の下、本調査は研修実施関係者が各国および帰国研修員の現状を把握し、

将来の効果的な研修計画、研修内容に資する知見を得ることを目的とした。 

 

 地球温暖化問題は人類の生存基盤に深刻な影響を及ぼすおそれのある重大な問題で

あり、世界各国が協調して対策を推進していく必要がある。こうした認識の下、「気候

変動枠組条約」が1992年に採決され、186ヶ国（2000年9月現在）が条約に加盟してい

る。毎年締約国会議（COP: Conference of the Parties）が開催されており、京都で開催さ

れた第3回会議（COP3）では先進国の具体的な温室効果ガスの削減目標、京都メカニ

ズムなどを盛り込んだ「京都議定書」が採択されている。 

 ※詳しくは巻末資料（付録 1）を参照 

 

京都議定書（Kyoyo Protocol）の概要 

u 先進国の温室効果ガス排出量について、法的拘束力のある数値目標を各国

毎に設定 
u 国際的に協調して、目標を達成するための仕組み（京都メカニズム）を導

入（排出量取引、クリーン開発メカニズム、共同実施など） 
u 途上国に対しては、数値目標などの新たな義務は導入せず 
u 数値目標 

Ø 対象ガス：二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、HFC（ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛｶｰ

ﾎﾞﾝ）､PFC（ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ）､SF6（六ふっ化硫黄） 
Ø 吸収源：森林等の吸収源による温室効果ガス吸収量を参入 
Ø 基準年：1990 年（HFC､PFC､SF6 は１９９５年としてもよい） 
Ø 目標期間：2008 年から 2012 年 
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１�２  調査項目 

下記１�５の内容について、帰国研修員および所属機関、技術協力窓口機関へのクエスチ

ョネアの配布および回収、更に帰国研修員および関係機関担当者へのインタビュー、関係

文献等により調査を行った。 

1. 帰国研修員の活動状況の確認、研修成果の確認 

2. 各国の地球温暖化対策に係る体制・取り組みの確認 

3. 当該分野における人材育成状況 

4. 当該分野における具体的な研修ニーズ、技術協力の要望の確認 

5. 関連行政府、管理機関の体制と活動内容の把握 

 

１�３  団員構成 

インドネシア 

No. 名前 役職 現職 

1 高橋康夫  団長 
環境省地球環境局地球温暖化対策課  
温暖化国際対策推進室長 

2 江尻幸彦 協力計画 国際協力事業団筑波国際センター業務一課長 

3 宮本義弘  研修計画  国際協力事業団筑波国際センター業務一課職員 

ヴィエトナム 

No. 名前 役職 現職 

１ 江尻幸彦 団長 国際協力事業団筑波国際センター業務一課長 

2 丸山亜紀 技術指導 （財）地球環境戦略研究機関  主任研究員 

3 宮本義弘  研修計画  国際協力事業団筑波国際センター業務一課職員 

 

１�４  調査日程 

日程 行程 宿泊地 

12/4 火 16:25 ジャカルタ着 (JL725 10:25 成田発) ジャカル

タ 

12/5 水  
 

(1) 日本大使館、JICA 事務所 表敬訪問 
(2) 環境省(State Ministry of Environment) 訪問 

ジャカル

タ 
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日程 行程 宿泊地 

12/6 木 
 

(1) 環境管理庁(Env. Imapact Management Agency) 訪問 
(2) 気象地球物理庁(Meteorological & Geophysical Agency) 訪問 
(3) 新技術審査庁（Agency for Assessment and Application of Technoogy)訪問 

ジャカルタ 
 

12/7 金 (1) ボゴール農業大学 訪問 
(2) 日本大使館、JICA 事務所 報告 

 

ジャカルタ 
 

12/8 土 ジャカルタ 発 (GA824 9:45 発) 
ハノイ 着 (シンガポール経由)（VN74018：40 頃着） 

ハノイ 

12/9 日  団内打合わせ 
 

ハノイ 

12/10 月 (1) 日本大使館、JICA 事務所 表敬訪問 
(2) 援助受入窓口 表敬訪問（Min of Planning and Investment） 
(3) 科学技術環境省(Min. of Science, Technology and Environment) 訪問 

ハノイ 

12/11 火 
 

(1) 国家環境庁(National Environmental Agency) 訪問 
(2) 水文気象サービス(Hydrometeorological Service) 訪問 
(3) 自然科学・技術センター(Vietnam National Center for Natural Science and 

Technology) 訪問  

ハノイ 
 

12/12 水 (1) (未定) 
(2) 日本大使館、JICA 事務所 報告 

ハノイ 

12/13 木 帰国 CX790 11:00 発（ホンコン経由）（JL732 19：55 着）  

 

１�５  主要面談者 

（１）インドネシア 

在インドネシア日本大使館 

二等書記官      高橋正和 

環境省（State Ministry of Environment） 

Assistant Deputy for Climate and Atmosphere   Ms.Ina Binari 

Head of Climate Division    Mr. Gunardi(帰国研修員、93 年) 

Head Assist. of Climate Division   Mr. MD Nastir(帰国研修員、98 年) 

Head of Planning and Technical Cooperation   Mr. Hoetomo 

JICA 派遣専門家      宇仁菅伸介（環境省） 

 

技術応用評価庁（Agency for Assessment and Application of Technoogy;BPPT） 

Head of Panning Bureau      Dr. Ir. Marzan Aziz 

JICA 派遣専門家     本間潔（燃料サイクル機構） 
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気象地球物理庁 (Meteorological & Geophysical Agency)  

Director General      Dr.Gunawan Ibrahim 

Air Quality Researcher     Ms. Nurhayti 

Meteorologist/ Climatologist    Mr. Endro Santoso 

 

ボゴール農業大学 Bogor Agricultural Univ.(IPB) 

Center for Climate Reserach    Dr.Ahmad Bey 

 

JICA インドネシア事務所 

所長   神田道男 

担当   田中啓生 

 

（２）ヴィエトナム 

計画・投資省 表敬訪問（Min of Planning and Investment） 

Senior Expert of Foreign Economic Relations Dept.  Mr. Nguyen Xuan Tien 

 

科学技術環境省 (Min. of Science, Technology and Environment)  

Senior officer of Dept. for International Relations   Mr. Nguyen Xuam Bao Tam 

 

水文気象サービス(Hydrometeorological Service 

Director of International Coopoeration Department Dr. Tran Duc Hai 

 

水文・気象研究所(Institute of Hydrology and Meteorology) 

Director       Dr. Trab Duy Binh 

Chief of planning and finance div.    Mr. Le Nguyen Tuong 

Chief of Training and Info. Div.   Mr. Tran Van Phuc 

Director of Center for Research on the Tropical Meteorology and Typhoon 

       Dr. Le Ding Quang 

Director of Climate Research Center   Dr. Nguyen Van Thang 

Water and Air Envionmental Research Center  Dr. Duong Hong Son 

Climate Change Project Officer   Mr. Nguyen Mong Cuong 
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Vietnam National Office for Climate Change and Ozone Protection 

Director      Dr. Dao Suc Tuan 

Senior Expert     Mr. Nguyen Khac Hieu 

 (帰国研修員 96 年) 

 

ヴィエトナム科学技術研究所地質研究所（Institute of Geology） 

Director       Dr. Nguyen Van Cu 

 

環境研究教育・開発センター 

(Center for Environmental Research Education and Development) 

Chairman      Dr. Nguyen Huu Ninh 

JICA ヴィエトナム事務所  

所長 金丸守正 

担当 小林広幸 

 

２．調査内容 

２�１  調査の内容と方法 

研修成果の活用状況、両国における当該分野の現状および研修に対する要望について下

記の方法により調査を行った。 

A) 帰国研修員、同所属機関および関連機関を対象とする事前アンケート調査（付録2） 

B) 帰国研修員へのインタビュー、関連諸機関との協議、要望調査 

C) 在外公館、JICA事務所における協議、調査 

D) 既存資料等による現況調査 

 

２�２  結果の要約 

A) 行政紹介型の研修コースであり、研修成果の定量的な測定は困難であるが、研修に

より確実に対応能力が向上していることが確認できた。 

B) 各国とも地球温暖化対策の為の人員が不足しており、今後も当該研修によるキャパ

シティービルディングが求められている。 

C) 地球温暖化対策は裾野の広がりが重要であるため、両国とも地方行政官の人材育成

の必要性が高い。特にインドネシアでは地方分権を推進している最中にあり、この

必要性が強い。 

D) 両国とも独自の研究機関により、自然科学的な研究は盛んに行われているが、社会
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経済的なアプローチの研究は盛んに行われているとは言い難い。日本をはじめ先進

国からの協力（専門家派遣、研修、第三国研修等）が求められている。 

E) 常にアップデートされた情報を提供することが必要である。両国とも最新情報を入

手したいという意向が強く窺えた。 

F) 日本の優れた技術の紹介だけに終わるのはなく、途上国で応用できる技術や知識を

伝えることが重要である。 

G) この研修は世界中から温暖化対策に関わる行政官や技術者が集まるため、参加国間

での情報交換が可能であり、ネットワークを構築する絶好の機会で、非常に大きな

意義がある。 

H) 各国の参加研修員の選考過程は複雑であり、日本側が期待する対象者に必ずしも募

集情報が伝わっていない。透明性が高く、効果的・効率的な研修員選定プロセスの

構築が必要である。 

 

３．各国の状況 

３�１  インドネシア 

３�１�１  インドネシアの現状 

インドネシアは1994年8月に気候変動枠組条約への加盟を批准し、以来活発な活動を続け

ている。国内の調整機関（National Focal Point）の役割は環境省が担っており、環境省では

数名の担当官を配置し、業務にあたっている。 

インドネシアではこの地球的課題により的確に対応するため、環境省を中心とした国内

委員会（National Committee on Climate Change and Environment）を設置している。この国内

委員会では3つのワーキンググループを作成し、それぞれが専門分野を活かした活動を行っ

ている。 

インドネシアは初期国別通報(Initial National Communication)を既に作成し、1999年10月に

は条約事務局で承認を受け、その通報は既にインターネットで公開されている。この報告

書は環境省が取り纏めを行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

国別通報（National Communication） 
途上国を含む全ての UNFCCC の締約国は、温室効果ガスの排出及び吸収の目録

を作成および定期的な更新、具体的対策を含んだ計画の作成・実施が義務とし

て課せられている。これらの情報を含んだ各国毎の報告書が国別通報である。

報告書は毎年開かれる締約国会議（COP）に送付することとなっているが、実

施時期や期限等の具体的な規定がない。提出された報告書は UNFCCC ホームペ

ージよりダウンロードが可能である。 
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図１ インドネシアの国内体制 

 

表１ インドネシアのこれまでの取り組み 

プロジェクト 資金源 実施機関 プロジェクト概要 

Socio-economic Impacts and Policy 
Responses resulting from Climate 
Change-Southeast Asia (1988-1992) 

UNEP 
 
 

環境省 
 
 

 ・人材育成 
・政策・経済分析、評価 

Indonesian Small Island Study (Bali 
Study) on Impacts of Climate Change 
and Policy Response Options 
to Mitigate and Adapt Climate Change 
(first phase completed in 6 month 
project, 1995) 

UNEP 環境省、 
ボゴール農業大学 
ウダヤナ大学 

・人材育成 
・研究及び調査、モニタリン

グ 
・情報公開 

Indonesian Country Study (Climate 
Change in Asia Regional Study on 
Global Environment Issues) 
(1992-1993) 

ADB 環境省 
 
 

国家戦略、政策策定 
人材育成 
政策・経済分析、評価 

Asia Least Cost Greenhouse Gas 
Abatement Strategy (ALGAS 
Project) (1995-1997) 

GEF/UNDP-
ADB 

環境省、 
ボゴール農業大学 

人材育成 
国家計画策定 
目録策定（排出、吸収） 
排出削減計画 

Response Action Against the 
Increasing Emissions in Indonesia 
1991-1992) 

日本 環境省 
 
 

人材育成 
CO2 削減、排出 

STATE MINISTER FOR  
ENVIRONMENT 

環境省 

TECHNICAL TEAM  
ON CLIMATIC CHANGE  

EVALUATION 

気候変動評価技術審査チーム 

WORKING GROUP I 
COORDINATED BY 

METEOROLOGICAL AND 
GEOPHYSIC AGENCY 

気象地球物理庁 

WORKING GROUP II 
COORDINATED BY  

MINISTRY OF  
AGRICULTURE 

農業省 

WORKING GROUP III 
COORDINATED BY 

STATE MINISTRY FOR 
ENVIRONMENT 

環境省 

NATIONAL COMMITTEE ON  
CLIMATE CHANGE AND 

ENVIRONMENT 

気候変動・環境委員会 
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プロジェクト 資金源 実施機関 プロジェクト概要 

Climate Change and Forestry, 
Ecostrategy for Terrestrial 
CO2-fixation (1992-1993) 

ノルウェー 環境省 森林からの排出、吸収 
国家戦略、計画策定 

Feasibility Study on Sustainable 
Reforestation of Degraded Grassland 
in Indonesia (1995-1996) 

ノルウェー 環境省 
 

CO2削減、排出 
 

Indonesia Country Study on Climate 
Change 1994 - Present) 
 

USAID & 
米国環境庁 

環境省、 
 

国家計画 
目録作成 
脆弱性評価・適応対策 
削減計画 
啓発、研修 

Establishment of Methodological 
Framework Climate Change (1996- 
1998) 

UNEP/RISO 
 

環境省 
ボゴール農業大学 
森林研究開発センター 
技術審査庁（BPPT） 

エネルギー、森林部門におけ

る MARKAL Model 

National Action Plan (1998) 
 

UNDP 環境省 
Yayasan Pelangi（NGO） 

アクションプランの作成 
 

National Communication (1998-1999) UNDP 環境省 UNFCCC 国別通報 

 

 

３�１�２  関連機関における面談概要 

（１）環境省（State Ministry of Environment, Climate and Atmosphere Div.） 

Ms. Ina Binari (環境省気候・大気部部長補佐) 

Ms. Binari は部長補佐として気候変動および大気汚染の両方を担当している。人手不足のた

め、非常に忙しいとのことであった。 

l 研修コースでカバーされている内容はどれも必要であり、かつ重要な情報である。た

だし、特に地球温暖化では人と人との繋がりが重要であるので、その面を強化するこ

とを希望する。 

l 政府で働く行政官は幅広い知識を要求されるので、このコースが行政官を対象として

いることは非常に良い。 

l また交渉に関する技法や、締約国会議（ＣＯＰ）での交渉段階、各国が対立している

状況等についても、情報が必要である。これらの内容はフォローするのが難しい。 

l インドネシアは現在地方分権化を進めているので、地方の行政官のキャパシティーを

向上させることが重要と認識している。この認識のもと、環境省ではボゴール市にお

いて地方行政官や大学の教官を対象としたセミナーを 2 日間に渡って開催した。 

l 地球温暖化については、国家レベルのクリアリングハウス（情報センター）も重要と

認識している。  

 



 9

l 環境省では他省庁の地球温暖化に関する意識を向上させることも重要と認識している。

最近では保健省の「気候変動と環境」と題するフォーラムにアドバイザーとして関わ

った。 

 

Mr. Gunardi（環境省気候大気局気候変動担当）,Mr.Nasitr （同） 

気候変動グループのリーダーであり、本研修コースへは 1993 年に参加している。また、

COP 等の国際会議への参加経験も多数ある。Mr. Nastir は 1998 年に参加している。 

l コースは良く計画されており、コースへの参加は非常に有意義であった。 

l 日本ではいろいろなハイテク技術を見学したが、それらが直ぐにインドネシアに適用

出来るものではない。現実には技術のマッチングが必要であり、その様なハイテク技

術を見せることは混乱を招きかねない。気候変動問題は非常に複雑で新しい問題であ

るので、混乱しやすい。 

l 日本で非常に良い技術（インターネットを使った情報センター等）を知ったが、イン

ドネシアでは予算的、技術的、マンパワー的にも制約があり、その技術を導入するに

至ってない。学んだ技術をどの様にその国へ適用するかが、重要な課題である。 

 

Mr. Hoetomo（環境省企画・国際協力局長） 

l 我々の大臣は既に川口環境相（当時）と対話をしている。すでに環境関連のいろいろ

なプロジェクトを成功例としてあげられるが、ソフト分野、例えば環境におけるグッ

ドガバナンス等が欠如しているのではないか。 

l インドネシアでは現在地方分権化を進めているので、今後は地方政府が環境問題の鍵

を握ることになろう。 

l 今後は住民のエンパワーメントが重要になる。それは例えば需要と供給の面で考える

と、重要なことは住民がよりよい環境を享受するための権利であり、供給は行政機構

の能力である。その間に議会がある。その意味で中央政府として、地方政府と絶えず

対話をして、情報の共有を図る必要がある。 

l 環境問題ではコミュニケーションスキルが重要である。いくら環境省に良い情報、良

い技術があっても、それを伝達出来なければ、全く意味のないものになってしまう。 

l 「地方分権化の中での環境管理」、「地方政府における環境行政」等の研修コースが必

要ではないだろうか。 
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（２）科学技術審査庁（Agency for Assessment and Application of Technology, BPPT） 

本間専門家（核サイクル機構より出向） 

l BPPT は技術系の政策官庁であり、核以外の全ての分野を対象としている 

l この研修は政策的なものと理解している、重要な内容であるが政策担当の上級管理職

に適しているのではないか。その割には期間が長い。 

l インドネシアが温暖化対策の中で関心があ

ることは CDM による取引でどれだけ先進国

から援助を引き出すことができるかという

点にあると思われる 

l 気象・気候に関し温暖化以外の点でこの国が

関心を持っているのはエルニーニョについ

てである。これは直接農業生産高に影響する

からだ。 

l この国では日本で考えているような地球的

気候変動とは違うことを考えていると思わ

れる。温暖化対策について関心は有ってもいろいろな制約条件の中でそれが出来ない。

またジャカルタ市内をみてもわかるとおり環境面でやらなければならないことがたく

さんある。 

l この省は巨大であり、各省に対して強い発言権を持っている。しかし、昨今の経済の

低迷、政権の交代により相対的には弱まっている。 

 

 

Dr. Marzan Aziz Iskandar 

日本に留学経験があり、流暢に日本語を話す。インタビューは日本語で実施した。 

l BPPT は 5 人の局長の下にあらゆる科学技術の政策立案に関係している。 

l 温暖化対策の面では環境省を技術的な面でサポートしている。われわれの組織は、優

秀な技術系職員を多く抱えており、技術面でサポートできる。特に環境省や環境管理

庁には技術系職員が少ないので、我々のスタッフがそれをサポートできる。 

l 温暖化との関連ではそれらの防止技術が重要と考えている。そのためには科学的なデ

ータの整備が重要である。 

 

 

 

ＣＤＭとは？ 
クリーン開発メカニズム（Clean 
Development Mechanism）の略で、先進

国が途上国において実施された温室

効果ガスの排出削減事業から生じた

削減分を獲得できる制度である。先進

国は削減分を自国の目標達成に活用、

途上国にとっても投資と技術移転の

機会が与えられる。京都メカニズムで

認められているルールの一つである。
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（３）気象・地球物理庁(Meteorology and Geophysical Agency) 

Mr. Gunawan (気象物理庁長官) 

l 気象・地球物理庁の主な業務は、気象の観測と地震等の地殻変動の観測である。 

l 地球温暖化との関連では、主に気象観測のデータを提供している。 

l 現在 161 箇所に気象観測所を設置しており、詳細な気象データを取得している。その

他にも大気観測施設は３３箇所稼動している。 

l 洪水観測や強風、高波等の情報も収集し、関係機関（航空業界、船舶業界等）に提供

している。 

l インドネシアにおける温暖化対策委員会のメンバーであるが、気象データの提供が主

な役割であり、積極的な関与はないような印象を受けた。 

 

（４）ボゴール農業大学 

Dr. Ahmad Bey 

l BEY 氏はインドネシア国で地球温暖化に携わる人材を多く輩出しており、また各省の

担当者に対する研修を展開しており、インドネシア国の本分野でのキーパーソンとい

える 

l 同氏はアジア開発銀行（ADB: Asian Development 

Bank）の ALGAS (Asia Least-cost Greenhouse gas 

Abatement Strategy)プロジェクト、GEF (Global 

Environment Facility)の融資による国別通報の取り

纏め役を担っている。 

l IPB は分野ごとにインベントリーに関する講義を

実施している、研修期間は約 2 週間であるが、分

野により異なる（産業分野は長い等）。 

l 現在インドネシア国では地方分権を進めており、これによる変化が今後のインドネシ

ア国の温暖化対策の鍵になる。キャパシティービルディングは地方ほど重要になる。 

l 埋立地の問題について、大阪ガスと提携して調査を行ったとのこと。メタンガスを使

ったプロジェクトはフィージブルで有るとのこと。 

Ø これに対し、団長より CDM(Clean Development Mechanism)のプロジェクトとして

カウントできるのではないかとの指摘があった。 

l 人材育成に関して、UNDP の基金等を利用した合同実施の可能性について提案があっ

た。 

 

地球環境ファシリティー(GEF) 

途上国が地球環境の保全（温暖化、オ

ゾン層の保護、生物多様性の保全、国

際水域の保全の４分野）に取り組むた

めの追加的費用を支援するための制

度。世界銀行、国連開発計画（UNDP）、
国連環境計画（UNEP）が共同で運営

している。 
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３�２  ヴィエトナム 

３�２�１  ヴィエトナムの現状 

（１）気候変動枠組条約への取組状況 

§ ヴィエトナム国は 1992 年のリオサミット後に UNFCCC を締結、1994 年 11 月

には議会により批准された。また京都議定書は 1998 年 11 月に締結、現在は議

会による批准を待っている。 

§ 条約によって課せられる義務を遂行するため、水文気象サービス

(Hydrometeorological Service of Vietnam; HMS)が首相により本条約の窓口となる

よう任命され、条約および京都議定書に係る活動の取り纏めを担っている。 

（２）条約履行のための国内体制  

§ 気候変動に関連する政府機関、研究所、NGO 等によるヴィエトナム国気候変動

チーム（Viet Nam Climate Change Country Team; VNCCCT）を組織し、上記の活

動をサポートしている。VNCCCT の委員長は HMS の長官が就任している。 

§ また VNCCCT を技術的にサポートする期間として技術専門家委員会（National 

Technical Expert Team; NTE）を設置している。委員会には研究所やＮＧＯ、大学

等の気候変動に関わる専門家が含まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrometeorological Srveice of Veitnam (HMS) 
ヴィエトナム気象・水文サービス 

VNCCCT (Chairman; Director of HMS, Coordinated by VNOCCOP) 

ヴィエトナム気候変動カントリーチーム 

 Ministry of Planning and Investment（計画投資省） 
 Ministry of Science, Technology and Environment（科学技術環境省） 
 Ministry of Industry（産業省） 
 Ministry of Transportation（運輸省） 
 Ministry of Agriculture and Rural Development（農業・農村開発省） 
 Ministry of Training and Education（教育省） 
 Ministry of Foreign Affairs（外務省） 
 Ministry of Finance（財務省） 
 Ministry of Public Health（厚生省） 
 Viet Nam Union of Scientific and Technical Associations (NGOs) 

National Technical Expert Team (NTE)  (Coordinated by IMH) 
*関係省庁、大学、NGO 等の技術者によるテクニカルアドバイザリーチーム、気象・
水文研究所が事務局を担当） 

図２ ヴィエトナムの国内体制 
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（３）地球温暖化問題に関わる活動 

近年にヴィエトナム国で実施された気候変動に関わるプロジェクトを以下に示す。 

表２ ヴィエトナム国気候変動関連プロジェクト 

プロジェクト名 プロジェクト概要 資金提供者 実施年 
"Regional Studies on Global 
Environment issues": 

気候変動が社会経済にもたらす影響の

調査および政策オプション。本調査は水

資源および沿岸地域への影響を分析対

象としている。 

ADB  

Vulnerability Assessment in 
Viet Nam 

沿岸地域における脆弱性および影響評

価 
オランダ 1994 

Socio - Economic and 
Physical Approaches to 
Analyzing Climate Change 
Impacts in Viet Nam 

紅河デルタ地帯の沿岸部における社会

経済的な脆弱性に関する学際的な調査 
UK 1996 

Asia Least Cost Greenhouse 
Gas Abatement Strategy-    
ALGAS 

ＧＨＧの削減オプションと廉価な削減

戦略の策定、およびインベントリーの作

成 
 
 

ADB/GEF-U
NDP 

1996 

CC: TRAIN (phase 1) 気候変動枠組み条約（UNFCCC）履行の

ための政策の策定及び住民意識の高揚

のため、政策策定者、科学者等に対する

会合を実施 

UNDP/UNIT
AR/GEF 

 
 

Economics of GHG 
Limitation - Phase 1 : 
Establishment of a 
Methodological Framework 
for Climate Change 
Mitigation Assessment 

気候変動に対応するためのオプション

の評価。各プロジェクトのコストを国家

レベルおよびプロジェクトレベルに分

けて算定。 
 
 

UNEP/GEF  

Reduction of Electric Power 
Consumption in Cement 
Plant 

セメントプラント(Ha Tien II)での熱を利

用した電力発電事業  
NEDO, Japan 1998 

Measures for 
Implementation of the 
UNFCCC: Regional Study 
of Quang Ninh Province, 
Viet Nam 

カンニン（Quang Ninh）州における GHG
インベントリーおよび排出量の算定。

GHG 削減技術および環境保護・管理政策

策定の為のデータベースの作成 

GTZ, 
Germany 

1998 

Preparation of Initial 
National Communication 

国別通報、2002 年前半に完成予定 UNEP/GEF 1999 

Vietnam National Strategy 
Study on CDM 

ＣＤＭ事業を実施するための戦略策定 Australia 
throught WB 
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３�２�２  関連機関における面談結果 

（１）科学技術環境省（Ministry of Science, Technology and Environment; MOSTE） 

Mr. Nguyen Xuam Bao Tam  (国際関係室 上席官)   

l 冒頭に下記 7 つの環境に関連する計画があるとの説明が有った 

u 産業ゾーンへの環境管理計画の導入 

u 都市部における環境政策（工場等の市街への移動） 

u （環境数値の）規制取締の強化 

u 職員の教育による環境管理能力の強化 

u 住民意識の向上 

u 環境研修センターの設置 

u 環境分野での国際協力の推進 

l 地球温暖化対策コースの研修対象者は、政策策定に関わる行政官を対象とするのが良

いだろうとの発言があった。企業は環境の専門家をおける状況になく、まずは行政サ

イドの研修が必要である。 

l 地方の職員に対する研修も今後重要になる。 

l JICA のコースに参加しても、そこで学んだことを活かすことが難しい。現状では研修

に参加した研修員の評価等もできておらず、その能力の活用が困難である。 

l 水文・気象サービス(HMS)が現在は地球温暖化問題の取り纏めを行っているが、将来

的には環境省を設立し、HMS もその構成員となる可能性が高い。 

 

（２）計画投資省（Ministry of Planning and Investment; MPI） 

Mr. Nguyen Xuam Bao Tam (国際関係室 上席官 ) 

（氏は日本への留学経験があり、インタビューは日本語で実施） 

l 日本の経済産業省に該当するが、海外からの援助の窓口であり、ODA の計画・調整を

実施している 

l JICA の集団コースに関しては、１省庁のみに GI を出している。具体的な研修員の指

名は各省庁が行うが、MPI としても確認はしている。 

l 専門的なコースである場合は、MPI 内部の専門家に意見を求めることもあるが、基本

的には担当が処理する 

l JICA コースの振り分けは MPI 内の関係部局に意見を求め、要請書を配布している。

その場合、たとえば MOSTE のように各省庁には相談していない。 

l VNCCT には科学教育環境部が参加している。 
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（３）気象・水文サービス（Hydrometeoological Service of Vietnam; HMS） 

Dr. Tran Duc Hai  国際協力部長.    

（HMS は UNFCCC の窓口機関である） 

l 国際協力室の下部組織である気候変動・オゾン保護対策室（National Office of Climate 

Change and Ozone Protection; VNCCOP）が主に取りまとめをしている。温暖化対策は５

名、オゾン層保護対策は２名が担当している。 

l 国別通報は２００２年前半に作成し、UNFCCC に提出する予定である。 

l HMS の下部組織である気象・水文研究所 (IHM)が実施機関である。 

l AIJ はセメント工場で検討している（日本の NEDO が関与）。 

l GEF や NSS は MOSTE が窓口となっている。 

l CDM は HMS（VNOCCOP）が窓口である。関心は高く、産業界だけでなく、地方で

も関心が高い。 

l VNOCCOP の主催で各地で温暖化に関連するワークショップを開催し、啓蒙活動に努

めている。 

l ２００２年には温暖化に関するホームページを立ち上げるために準備をしている。 

l 研修コースでは国家戦略も重要であるが、あまり大きなテーマとはなりすぎずに、現

実的なアクションプランが策定できるようなコースを望む。 

l 本コースに職員を参加させたいが、情報が回ってこない。MPI に対し、要請をしてい

きたい。 

 

（４）気象・水文研究所（Institute of Meteorology and Hydorology） 

Dr. Trab Duy Binh  所長      

Mr. Le Nguyen Tuong  企画部長    

（IMH は HMS の研究機関である。ここでは主にヴィエトナム国の UNFCCC への対応に関

するプレゼンテーションを受けた。） 

l JICA の研修は若手の研究者が視野を広げる為のよい機会である。 

l 極限状態（Extreme weather）がどのように変わるのか、ヴィエトナム国ではこの研究

が行われていない。 

l ヴィエトナム国では政府が中心に動いてお

り、民間からの参加が少ない。民間部門の関

心を高める方策が望まれる 

l CDM, JI等の法的枠組みについて、知識をも

った専門家を育てる必要がある。 

JI とは？ 
共同実施（Joint Implementation）の略で、

先進国間で温室効果ガスの削減事業を

実施し、その結果生じた削減量をホス

ト国から投資国に移転する制度。先進

国全体の総排出枠に影響はないが、投

資国は自国の排出枠を拡大出来る。Ｃ

ＤＭと同じく、京都メカニズムのルー

ルの１つである。 
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l 市民意識の向上、政策策定者の意識の向上が必要であり、他の国がどのように行って

いるのか情報がほしい。 

 

（５）気候変動・オゾン保護対策室（Vietnam National Office for Climate Change and Ozone 

Protection, VNOCCOP） 

Dr. Dao Suc Tuan 室長      

Mr. Nguyen Khac Hieu 上席研究員 (帰国研修員 96 年) 

1995 年に HMS の下部組織として発足し、７名の常勤職員が働いている。 

l IMH が自然科学面での温暖化の影響を調査・研究しているのに対し、VNOCCOP は社

会的・経済的側面からこの問題に取り組んでいる。 

l VNCCT や NTE のコーディネーションを行っている。 

l 地方の温暖化の意識を高めるため、セミナーを２０回/年実施している。 

l 研修コースはセミナーを開く上でも非常に役に立っている。とくにモデルやシナリオ

の構築、適応対策についての講義が有益であった。 

l CDM、JI 等の京都議定書に関する詳細な内容は常に最新の情報が必要であり、この点

を強化すれば研修コースとして非常に重要となる。 

 

（６）ヴィエトナム科学技術研究所地質研究所（Institute of Geology） 

Dr. Nguyen Van Cu  副所長 （帰国研修員 95 年） 

l 地質研究所はヴィエトナム国唯一の地質学研究機関である 

l 地球温暖化との関連では沿岸地域への影響、河川、砂漠化防止、水資源、洪水対策等

の調査、研究を行っている。 

l 研修では温暖化問題の最新情報、国際交渉について学ぶことができ、有益であった。

現在の仕事にも役立っている。 

l 今後は風力や太陽発電等のクリーンエネルギーの研究を進めたい。 

l 温暖化問題の研究のための国際協力は多方面から受けている。例えばドイツの GTZ か

らは北部の州の温室効果ガスの目録作成、削減計画作成の為のプロジェクトに支援を

受けた。 

l 日本からも宇宙開発事業団（NASDA）との協力でリモートセンシングを使った地表図

の作成を行っている。 

l 本研修コースは、非常に有益であるのでこれからも継続して貰いたい。 
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４．結論・提言 

４�１  気候変動枠組み条約への取り組みの現状と問題点 

Ø 政府レベルでの気候変動問題に対する関

心・知識レベルの相対的な低さ 

国の開発目標と合致した CDM による機会

の認識が、他のアジア地域の途上国（中国、

インド、フィリピン、タイなど）に比べて

相対的に低い。日本との間で実施されてい

る唯一の AIJ の経験を生かして、政府・産

業界への先進国からの温暖化対策関連の

支援措置に関しての啓蒙活動が必要であ

る。 

Ø 弱い気候変動関連の政策的な研究・啓蒙活動 

両国とも当該分野での研究は、主に国際機関や二国間支援プロジェクトによって支援

されているさまざまな気候変動関連の研究活動（影響、適応、抑制政策戦略、GHG イ

ンベントリーや国別報告書の準備、CDM 戦略研究）に対して、ローカルコンサルタ

ントとして参加する形で進められている。例えばヴィエトナムの場合、大半がヴィエ

トナムにおける気候変動問題のフォーカルポイントである HMS (Hydrometeorological 

Service)の管轄下にある研究所 IMH（Institute of Meteorology and Hydrology）の研究者に

よって実施されており、いくつかの研究（主に影響評価、適応策関連）には Institute of 

Geology, National Center for Natural Science and Technology からの研究者も参加している。

ボゴール農業大学の Dr. Ahmad Bey を中心に、様々な研究活動が行われているようで

あった。これらの機関における気候変動関連の研究キャパシティーは、自然科学分野

のものが主流であり、政策研究など社会科学系の研究は、まだあまり行われていない。

このような国をあげてのプロジェクトのほかに、一部の大学の研究者などが個別に国

際的研究プロジェクトに参加しているが（インドネシア Dr. Ahmad Bey, ヴィエトナム

Dr. Nguyen Huu Nhin など）、その数は非常に限られているようである。 

Ø 未発達な気候変動体制と政府関連省庁間のコーディネーション 

インドネシア、ヴィエトナム両国とも、気候変動関連の政府の実施体制が出来つつあ

るが、人員的にはまだ規模が小さく、複雑な気候変動枠組条約・京都議定書関連の国

際議論をフォローし、戦略を立てていくようにするにはより一層の知識の共有・普及

が必要である。 

 

AIJ とは？ 
共同実施活動(Activity Implemented Jointly)
の略で、2000 年までのパイロットフェーズ

として、先進国間もしくは先進国と途上国

の間で、各国が有する技術､ノウハウ、資

金等を適切に組み合わせて具体的な排出

削減プロジェクトを進めていく手法。結果

として得られる排出削減量は、プロジェク

ト参加先進国の削減量にカウントしない。

JI の実施に向けて経験を積むことも視野

に入れていた。 
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４�２  当該分野の日本での研修に対する期待 

Ø 帰国研修員や関係者からは本コースに対し非常に強い期待が寄せられていることが伺

えた。同分野は新しい分野でもあり、技術や情報の更新が早く、途上国では最新の情

報(Best Practice Method, Best Available Technology)を必要としている。 

Ø 同コースは行政官向けに設定されているが、途上国での温暖化問題の担当者は技術者

が多い。また本コースの参加者からも事務系・技術系双方が認識を共有することが重

要であるとの指摘も有り、双方に資するカリキュラムの構築が期待されている。 

Ø 本研修では世界中から地球温暖化分野で活躍する研修員があつまり、その様な人材の

ネットワークを築くことが可能である。ネットワークを強固にするためにも、日本か

ら研修員への一方的な情報の伝達ではなく、日本側関係者と研修員、および研修員同

士でのコミュニケーションや議論が活発に行われるような環境を構築することが期待

されている。 

 

４�３  研究コース改善への具体的提言 

Ø ニーズをくみ上げにくい研修員の選定プロセスの改善 

両国を見た限りでは、研修実施側が期待する研修員に必ずしも上手く情報が伝わって

いない。本コースに関する情報を出来るだけ多くの関係者に知って貰い（広報）、適格

な人材を募集できるような体制作りが重要である。 

Ø 途上国の状況に応じた適応対策 

日本の優れた技術の紹介だけに終わるのはなく、途上国で応用できる技術や知識を伝

える講義や演習を追加する。一方通行の詰め込み型の講義ではなく、ディスカッショ

ンを交えた対話型の講義形式を検討する。 

Ø 各国における当該分野の能力向上に向けてのプログラムの充実 

政府、産業界との協力の下、気候変動枠組条約と京都議定書、京都メカニズムや CDM

実施の詳細などに関する知識とノウハウの向上、啓蒙活動に加え、国内のフォーカル

ポイントの能力を強化することが重要である。GEF、UNDP、UNEP などの国際機関を

中心に行われているこのような分野での支援と協力し、日本の二国間支援をうまく組

みいれていくことも今後の協力の一形態として考えられる 

Ø 新たな試みとしてのアクションプランの追加 

研修の成果を研鑚すると共に、研修実施に関するフィードバックの場を提供し、日本

側関係者および研修員との間で闊達な議論が出来る場を提供する。 

Ø 研修員間のネットワークの構築 

温暖化に関わる研修員が世界各国から集まる利点を活用し、研修員同士および日本人
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専門家との人的ネットワークを構築する。地球規模の問題であるため、この様な試み

は重要といえる。 

 

５．終わりに 

 今回の調査は、平成１３年度特別案件調査として、１９９２年（平成１４年度）から実

施している集団研修「地球温暖化対策コース」のフォローアップを行うものである。   

 具体的には、当該コースに参加した研修員が帰国後に所属する組織で研修成果をどのよ

うに活用し、当該分野の発展に貢献しているかを確認することと、訪問国における地球温

暖化問題への取り組み状況を調査し、各国の当該分野へのニーズを研修内容に反映すると

ともに、今後の研修への参加勧奨を目的とするものであった。 

 上記目的のため、毎年当該コースに参加しており、しかも熱帯雨林伐採や開発独裁によ

る工業化政策を推進してきたことによって地球温暖化への影響が大きいと思われるインド

ネシア、過去３回参加実績があり、昨今市場経済化に伴い急激な近代化・工業化を進め今

後地球温暖化への負荷を増加させることが懸念されるヴィエトナムを訪問国として選択し

た。また、両国は我が国の民間資本にとっても投資先になっており、クリーン開発メカニ

ズム（ＣＤＭ）適用プロジェクトの有力な対象国候補である。インドネシア国は当該研修

コースへの参加継続、そしてヴィエトナム国においては今後の確実な参加によって、地球

温暖化対策への理解が深まり、一般国民へ少しでも波及することを期待していた。 

 しかしながら、インドネシア国においては毎年参加しているにもかかわらず、研修員の

所属する組織の中でも、課レベル程度にしか研修成果は波及しておらず、地球温暖化に関

する認識は政府内でもかなり低い状況である。この改善のためには、帰国研修員が現地の

JICA事務所やJICA研修員同窓会と共催で、帰国報告会の開催、セミナー実施等を通じて、

研修成果を発表する機会を持つことが望まれる。 

 また、ヴィエトナム国においては地球温暖化を担当する省庁、担当者は意識が高く、是

非当該研修コースに参加したいとのことであったが、日本の技術協力の受入窓口機関であ

る計画投資省において、ヴィエトナム国の国家開発計画における地球温暖化対策のプライ

オリティーと日本側からの研修員受入枠との関係で、ここ数年当該研修コースへ応募して

おらず、平成１４年度の要望調査でも要望順位が低く割り当て国にも入っていない状況で

ある。地球温暖化対策の問題は、京都議定書の批准についてアメリカ合衆国の離脱により

難航しているが、いずれ京都議定書が発効すると、我が国をはじめとする先進工業国の温

室効果ガスの排出規制はより厳しく抑制され、現在の工業生産高と生活レベルを維持する

ためには、新技術の開発やクリーン開発メカニズム（ＣＤＭ）を使った途上国の環境プロ

ジェクトへの支援による排出権の確保等様々な施策が必要になる。 
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 上記の背景からも我が国にとって、途上国の地球温暖化対策の担当者を受け入れて、当

該分野の最新情報の提供、複雑な条約の解説、日本の先端技術の紹介等を包含した当該研

修コースの重要性はますます高まるものと思われる。一方、途上国においては、地球温暖

化の問題は先進国の問題であり、自分たちにとっては経済開発による貧困からの脱出の方

が重要という認識であり、在外要望調査のみで割り当て国が決められる方法では、当該コ

ースへの参加を促したい国において研修参加が実現することは困難な状況である。 

 ついては、当該コースのような我が国にとって戦略的に重要なコースは、在外要望調査

だけではなく日本側の意向も勘案した割り当て国とするよう検討することを提言したい。 

  



 

 

 

 

 

 

 

付録 1 

気候変動枠組条約の概要 



気候変動枠組条約の概要 

(United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) 

 

１．気候変動枠組条約とは 

気候変動枠組条約は 1994 年 3 月 21 日に 50 ヶ国以上の参加をもって発効し、2002 年

1 月現在で日本やアメリカ合衆国を含む 185 ヶ国と１地域（ＥＵ）が締結している。こ

の条約は「気候系に対して危険な人為的な影響を及ぼすこととならない水準において大

気中の温室効果ガス濃度を安定させること」を究極の目的とし、“予防原則と共通だが

差異ある責任”という二つの基本的な考えをはじめとする 5つの原則で成り立っている。 

 

２．条約発効までの歴史 

1985 年、国連環境計画（UNEP, United Nations Environmental Programme）の主催

により、オーストリアのフィラハで科学者を集めて地球温暖化に関する初めての世界会

議（フィラハ会議）が開かれ、地球温暖化問題の警鐘を鳴らした。1988 年には、カナ

ダのトロントで 40 数カ国からの研究者、法律家、政府関係者、企業等が参加したトロ

ント会議が開かれ、「2005 年までに CO2 排出量を 1988 年レベルから 20％削減」という

具体的な数値目標を示した声明を採択した。これはその後の京都議定書交渉における島

嶼国や環境 NGO の主張になっているといわれている。 

1998 年には気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が設立された。IPCC は、研究者

が取りまとめた地球温暖化に対する科学的知見などを、政策担当者や一般の人々がよく

知ることができるように、国連環境計画（UNEP）と世界気象機関（WMO, World Meteorology 

Organization）によって設立された。IPCC は 1990 年 8 月に「2100 年には地球の平均気

温が約 3度上昇する。大気中の濃度を現在のレベルに保つには直ちに人間の活動による

CO2 の排出を 60％以上削減しなければならない」という内容の第 1次評価報告書（Fisrt 

Assessment Report, FAR）を発表し、世論と政策担当者の両方に大きな影響を与え、地

球温暖化条約の交渉に大きな影響を与えた。 

1980 年代後半から 1990 年代前半にかけて国際会議が多く開かれ、そのころに“共通

だが差異ある責任”、“予防原則”等の後の条約に組み込まれる重要な原則が発案されて

いる。 

1990 年 12 月の国連総会で、気候変動枠組条約交渉会議（INC）を設置することが決

議され、1992 年に開催予定の地球サミットまでに条約に合意することを目指して交渉

が開始された。1991 年 2 月から 1992 年 5 月にかけて INC が 5回開かれ、気候変動枠組



条約が合意され、予定どおり地球サミットで署名が開始され、1994 年 3 月に発効した。 

 

３．条約の中身 

当初は 2000 年までの地球温暖化問題に国際的に対応するための仕組みをさだめたも

のであった。とくに条約の義務の実施状況をモニタリングするため、各国政府が自国の

温室効果ガス排出量および地球温暖化対策に関する状況を報告し、これらの情報を定期

的に審査する仕組みが採用された。これに加え、先進国が、発展途上国の地球温暖化へ

の対応を支援するため、資金供与や技術移転を促進することや、2000 年までにその温

室効果ガスの排出量に戻すための措置を取ることに合意した。しかしこの条約は法的拘

束力が無かったこともあり、各国の温室効果ガス排出量削減は進まなかった。 

 

４．ＣＯＰと京都議定書 

1995 年、ドイツのベルリンで最初の気候変動枠組条約の締約国会議（COP1）が開催

され、ベルリン・マンデートが採択された。このマンデートでは 2000 年以降の先進国

の数量化された削減目標および政策措置を定めた議定書を COP3 で採択すること、発展

途上国に対しては新たな約束を課さないものの、既存の約束の履行を促進することなど

が定められている。 

1996 年 4 月に IPCC は第 2 次評価報告書(SAR)を発表した。そこでは「地球の気候に

人間の影響が見られ、地球温暖化が既に始まっている兆候も見られる」と結論づけられ、

再び世界に衝撃を与えた。3ヶ月後に開催された COP2 では、IPCC の SAR を指示し、COP3

で採択される議定書には法的拘束力のある数値目標を持つものとするという閣僚宣言

をまとめた。また COP3 を日本の京都で開催することを正式に決定した。 

1997 年 12 月、1万人以上の参加者を集めて京都で COP3 が開催された。各国の利害の

対立のため議論は難航し、予定期日を過ぎた12月11日に漸く京都議定書が採択された。 

京都議定書では温室効果ガスの排出を先進国全体で2008年から2012年の間に基準年

（1990 年）の排出量から少なくとも 5％削減することを目標に、先進各国の法的拘束力

のある数値目標が定めされた。ちなみに日本は 6％、アメリカ 7％、ＥＵ8％等となって

いる。ま議定書では削減目標の他に、その目標を達成するための手段として森林による

CO2 の吸収・排出量を考慮すること（吸収源）や他の国と協調して目標を達成できる制

度（京都メカニズム）などが決められ、さらには各国に削減目標を守らせる仕組み（遵

守制度）が定められた。但しこの段階では詳細な制度の仕組みや運用のルールについて

は決められておらず、その後の締約国会議で議論することとなった。 



京都議定書は条約の以下の条件の両方を満たした 90 日後に発効するとされている。

日本は 2002 年 6 月 4 日に国会で承認され、締結国になったが、2002 年 10 月現在発効

要件を満たせず、国際的約束として効力が有るものにはなっていない。 

1. 締約国の 55 ヶ国以上の締結 

2. 締結国のうち先進国の 1990 年のＣ02 排出量の合計が全体の 55％以上 

 

京都議定書の合意後、アルゼンティンで開催された COP4 ではブエノスアイレス行動

計画が採択され、COP6 までに京都議定書の運用ルールを合意することが定められた。

しかし、2000 年 11 月にオランダのハーグで開かれた COP6 では運用ルールに関しての

利害対立により交渉が中断され、翌年にドイツのボンで COP6 再開会合が開かれること

となった。 

2001 年になり、IPCC は第 3次評価報告書（TAR）を発表し、1990 年から 2100 年まで

に地表の平均気温は 1.4℃から 5.8℃上昇すると発表し、温暖化対策は待った無しの状

況となった。ところが、2001 年 3 月に世界最大の温室効果ガス排出国であるアメリカ

合衆国が発展途上国が削減義務を負わないことは不公平であり、国内経済へも悪影響を

及ぼす等を理由に京都議定書からの離脱を表明した。 

アメリカ合衆国の脱退でも各国は交渉を続け、2001 年 7 月に開催された COP6 再開会

合にて途上国問題、京都メカニズム、吸収源、遵守制度の運用ルールについて合意（ボ

ン合意）した。同じ年の 11 月にモロッコのマラケシュで開催された COP７ではボン合

意の内容に沿って、詳細な仕組みや運用ルールの最終案が確定し（マラケッシュ合意）、

発効に向けて大きく前進した。 
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en
ts

 r
eg

ar
di

ng
 th

e
tr

ai
ni

ng
 in

 J
ap

an
,p

le
as

e
w

ri
te

 th
em

 h
er

e.

 F
or

 th
e 

or
ga

ni
zi

ng
th

e 
tr

ai
ni

ng
 it

 h
as

ad
eq

ua
te

 a
nd

pr
om

pt
ly

.B
ut

 th
e

m
os

t i
m

po
rt

an
t i

s
ho

w
 th

e 
kn

ow
le

dg
e

co
ul

d 
be

 a
pp

lie
d 

in
th

ei
r 

ow
n 

co
un

tr
ie

s
af

te
r 

co
m

in
g 

ba
ck

.

A
ll 

ite
m

s 
of

or
ga

ni
zi

ng
th

e
tr

ai
ni

ng
 a

re
 p

er
fe

ct

Fo
r 

m
an

ag
em

en
t i

s
lik

e 
th

e 
or

ga
ni

zi
ng

th
e 

tr
ai

ni
ng

 it
 h

as
 id

e
an

d 
pr

om
pt

ly
,b

ut
th

e 
m

os
t i

m
po

rt
an

t i
s

ho
w

 th
e 

kn
ow

le
dg

e
co

ul
d 

be
 a

pp
lie

d 
in

th
ei

r 
ow

n 
co

un
tr

ie
s

af
te

r 
go

in
g 

ba
ck

.

T
hi

s 
is

 to
o 

sh
or

t t
o

m
ak

e 
ca

lc
ul

at
e 

fo
r

ex
am

pl
e 

if
 w

e
m

ea
su

re
s 

of
 s

in
k

w
ith

 s
of

tw
ar

e 
m

od
el

.

D
ur

at
io

n 
of

 tr
ai

ni
ng

co
ur

se
 s

ho
ul

d 
be

sh
or

te
ne

d 
w

ith
 th

e
sa

m
e

cu
rr

ic
ul

um
.S

ev
er

al
m

ai
n 

is
su

es
 r

el
at

ed
to

 c
lim

at
e 

ch
an

ge
m

iti
ga

tio
n

/a
da

pt
at

io
n 

ne
ed

 to
be

 a
dd

ed
 to

 tr
ai

ni
ng

pr
og

ra
m

m
e.

2
A

ft
er

 r
et

ur
ni

ng
 t

o 
yo

ur
 h

om
e 

co
un

tr
y



Q
ue

st
io

nn
ai

re
 f

or
 e

x-
pa

rt
ic

ip
an

ts
 o

f 
JI

C
A

 T
ra

in
in

g 
C

ou
rs

e

M
r.

G
U

N
A

R
D

I
M

s.
U

T
H

A
I

A
nd

ay
an

i
M

r.
H

A
SO

L
O

A
N

Pa
nj

an
ta

n
M

r.
M

oc
ha

m
ad

N
A

T
SI

R
M

r.
M

uh
am

m
ad

D
ay

uf
 J

U
SU

F
M

r.
N

G
U

Y
E

N
 K

ha
c

H
ie

u
M

s.
N

oN
G

,T
hi

 L
oc

(1
)

D
id

 y
ou

r 
un

de
rs

ta
nd

in
g

of    
 y

ou
r 

jo
b 

de
ep

en
ed

?
T

o 
so

m
e 

ex
te

nt
 

V
er

y 
m

uc
h

T
o 

so
m

e 
ex

te
nt

T
o 

so
m

e 
ex

te
nt

T
o 

so
m

e 
ex

te
nt

T
o 

so
m

e 
ex

te
nt

T
o 

so
m

e 
ex

te
nt

(2
)

A
re

 y
ou

 a
pp

ly
in

g 
an

y
ne

w
kn

ow
le

dg
e,

i.e
.k

no
w

le
dg

e 
th

at
yo

u 
le

ar
ne

d 
du

ri
ng

th
e 

tr
ai

ni
ng

 in
 J

ap
an

,to
yo

ur
 jo

b?

Y
es

Y
es

N
o

Y
es

Y
es

Y
es

Y
es

If
 "

Y
es

",
 w

ha
t a

re
 th

ey
an

d 
ho

w
 a

re
 y

ou
ap

pl
yi

ng
 th

em
?

 W
e 

co
ul

d 
pr

io
ri

tie
s

th
e 

se
ct

or
w

hi
ch

 s
ho

ul
d 

be
ha

nd
le

d.
 T

o 
fo

rm
ul

at
e 

th
e

po
lis

y 
an

d 
st

ra
te

gy
to

 a
nt

ic
ip

at
e 

th
e

cl
im

at
e 

ch
an

ge
 is

su
e

in
 I

nd
on

es
ia

.

K
no

w
le

dg
e 

of
cl

im
at

e 
ch

an
ge

 b
y

in
tr

od
uc

e 
th

em
 to

 th
e

dr
af

t o
f 

 te
ch

ni
ca

l
gu

id
el

in
e

T
o 

fo
rm

ul
at

e 
th

e
po

lic
y 

an
d

st
ra

te
gy

 to
 a

nt
ic

ip
at

e
th

e 
cl

im
at

e 
ch

an
ge

is
su

es
 in

 I
nd

on
es

ia
.

M
on

ito
ri

ng
A

tm
os

ph
er

ic
 W

at
er

V
ap

or
 C

on
te

nt
s 

w
ith

G
PS

 c
oo

pe
ra

te
d

be
tw

ee
n 

FO
R

SG
C

-
Ja

pa
n 

an
d

In
do

ne
si

an
,c

ou
nt

er
p

ar
ts

 n
am

el
y

B
PP

T
,B

M
G

&
B

A
IC

O
 S

U
R

T
A

N
A

L
.

M
ea

su
re

s 
su

ch
 a

s
E

ne
rg

y
co

ns
er

va
tio

n/
E

ff
ic

ie
nc

y 
in

 E
ne

rg
y 

Se
ct

or
in

 J
ap

an
 h

av
e 

be
en

re
fe

rr
ed

 d
ur

in
g

de
ve

lo
pi

ng
 G

H
G

m
iti

ga
tio

n 
op

tio
ns

un
de

r 
se

ve
ra

l
pr

oj
ec

ts
.

(3
)

D
id

 y
ou

r 
tr

ai
ni

ng
ha

ve
im

pa
ct

s 
on

 y
ou

r
co

lle
ag

ue
s?

Y
es

Y
es

N
o

Y
es

Y
es

Y
es

N
o

 I
f 

"Y
es

",
ho

w
 a

re
 th

ey
be

in
g

in
fl

ue
nc

ed
?

  S
om

e 
m

at
er

ia
l

co
ul

d 
be

 d
el

iv
er

ed
to

 o
th

er
 p

eo
pl

e 
w

he
n

w
e 

co
nd

uc
t t

he
se

m
in

ar
,w

or
ks

ho
p 

in
na

tio
na

l l
ev

el
.

B
y 

on
 th

e 
jo

b
tr

ai
ni

ng
So

m
e 

m
at

er
ia

l c
ou

ld
be

 d
ev

el
op

ed
to

 o
th

er
 p

eo
pl

e 
w

he
n

w
e 

co
nd

uc
t t

he
se

m
in

ar
,w

or
ks

ho
p 

in
na

tio
na

l l
ev

el

m
ak

e 
co

or
di

na
tio

n
w

ith
 th

is
co

un
te

rp
ar

ts
.

R
el

at
ed

 tr
ai

ni
ng

m
at

ei
al

s 
ha

ve
be

en
 p

ho
to

co
pi

ed
an

d 
se

nt
 to

 c
lim

at
e

ch
an

ge
 e

xp
er

t t
ea

m
of

 V
ie

tn
am

 to
 r

ef
er

du
ri

ng
 c

ar
ry

in
g 

ou
t

G
H

G
 in

ve
nt

ry
 a

nd
pr

ep
ar

in
g 

th
e 

fi
rs

t
na

tio
na

l
co

m
m

un
ic

at
io

n
un

de
r 

U
N

FC
C

C
.

(4
)

W
er

e 
yo

u 
pr

om
ot

ed
 a

ft
er

yo
ur

 p
ar

tic
ip

at
io

n 
to

 th
e

tr
ai

ni
ng

?
N

o
Y

es
N

o
N

o
Y

es
Y

es
Y

es



Q
ue

st
io

nn
ai

re
 f

or
 e

x-
pa

rt
ic

ip
an

ts
 o

f 
JI

C
A

 T
ra

in
in

g 
C

ou
rs

e

M
r.

G
U

N
A

R
D

I
M

s.
U

T
H

A
I

A
nd

ay
an

i
M

r.
H

A
SO

L
O

A
N

Pa
nj

an
ta

n
M

r.
M

oc
ha

m
ad

N
A

T
SI

R
M

r.
M

uh
am

m
ad

D
ay

uf
 J

U
SU

F
M

r.
N

G
U

Y
E

N
 K

ha
c

H
ie

u
M

s.
N

oN
G

,T
hi

 L
oc

If
 "

Y
es

",
do

 y
ou

 th
in

k 
it

is
 a

ttr
ib

ut
ab

le
 to

 th
e

tr
ai

ni
ng

 in
 J

ap
an

?
Y

es
N

o
In

 p
ar

t
Y

es

(5
)

W
ha

t a
re

 m
aj

or
 is

su
es

yo
ur

 c
ou

nt
ry

 is
 c

ur
re

nt
ry

fa
ci

ng
 r

eg
ar

di
ng

 th
e

ci
m

at
e 

ch
an

ge
 is

su
re

s?

・
C

ap
ac

ity
 b

ui
ld

in
g

・
T

ra
ns

fe
r 

of
te

ch
no

lo
gy

・
Pu

bl
ic

 a
w

ar
en

es
s

Il
le

ga
l l

og
gi

ng
 o

f 
th

e 
fo

re
st

So
m

e 
ac

tiv
iti

es
re

la
te

d 
to

 c
le

an
de

ve
lo

pm
en

t
m

ec
ha

ni
sm

pr
og

ra
m

m
e

・
Pu

bl
ic

 a
w

ar
en

es
s

・
T

ra
ns

fe
r 

of
te

ch
no

lo
gy

・
C

ap
ac

ity
 B

ui
ld

in
g

U
pp

er
 A

to
m

os
ph

er
ic

 m
on

ito
ri

ng
・

C
lim

at
e 

ch
an

ge
vu

ln
er

ab
ili

ty
as

se
sm

en
t i

n 
co

as
ta

l
zo

ne
・

R
ai

si
ng

 p
ub

lic
aw

ar
en

es
s 

on
cl

im
at

e 
ch

an
ge

is
su

es
・

C
ap

ac
ity

 b
ui

ld
in

g
fo

r 
po

lic
y 

m
ak

er
(6

)
A

re
 y

ou
 ta

ki
ng

 o
r

pl
an

ni
ng

 to
 ta

ke
m

ea
su

re
s 

ag
ai

ns
t a

bo
ve

is
su

es
?

Y
es

, e
sp

ec
ia

lly
 f

or
ad

dr
es

si
ng

C
D

M
 in

 th
e 

fu
tu

re
.

Su
pp

or
tin

g 
st

af
f

Y
es

,e
sp

ec
ia

lly
 f

or
ad

dr
es

si
ng

 c
le

an
de

ve
lo

pm
en

t
m

ec
ha

ni
sm

(C
D

M
) 

in
th

e 
fu

tu
re

.

Y
es

Pl
an

ni
ng

 to
 d

ev
el

op
cl

im
at

e 
ch

an
ge

ac
tio

np
la

n 
in

 th
e

pe
ri

od
 2

00
2-

20
12

.T
he

 p
la

n 
w

ill
co

ve
r 

or
 in

cl
ud

e 
th

e
ab

ov
e 

is
su

es
.

(7
)

A
re

 y
ou

 in
vo

lv
ed

,in
 a

ny
m

an
ne

r,
 in

 in
te

rn
at

io
na

l
ne

go
tia

tio
n 

on
 c

lim
at

e
ch

an
ge

is
su

es
?

Y
es

N
o

N
o

N
o

Y
es

Y
es



Q
ue

st
io

nn
ai

re
 f

or
 e

x-
pa

rt
ic

ip
an

ts
 o

f 
JI

C
A

 T
ra

in
in

g 
C

ou
rs

e

M
r.

G
U

N
A

R
D

I
M

s.
U

T
H

A
I

A
nd

ay
an

i
M

r.
H

A
SO

L
O

A
N

Pa
nj

an
ta

n
M

r.
M

oc
ha

m
ad

N
A

T
SI

R
M

r.
M

uh
am

m
ad

D
ay

uf
 J

U
SU

F
M

r.
N

G
U

Y
E

N
 K

ha
c

H
ie

u
M

s.
N

oN
G

,T
hi

 L
oc

If
 "

Y
es

",
w

ha
t a

re
 th

ey
an

d 
w

ha
t a

re
 y

ou
r

re
sp

on
si

bi
lit

ie
s?

C
O

P 
as

 d
el

eg
at

e
SB

ST
A

 &
 S

B
I 

as
pa

rt
ic

ip
an

ts
 f

ro
m

de
ve

lo
pi

ng
 p

ar
tie

s

FO
R

SG
C

 jo
in

t
re

se
ar

ch
 c

lim
at

e
va

ri
at

io
ns

ob
se

rv
at

io
na

l
re

se
ar

ch
 c

lim
at

e
va

ri
at

io
ns

ob
se

rv
at

io
na

l
re

se
ar

ch
 p

ro
gr

am
an

d 
H

yd
ro

 lo
gi

ca
l

cy
cl

e 
ob

se
rv

at
io

na
l

re
se

ar
ch

 p
ro

gr
am

.

・
T

ak
in

g 
pa

rt
 in

in
te

rn
at

io
na

l
 c

on
fe

rr
en

ce
s 

su
ch

as
 I

PC
C

m
ee

tin
gs

,w
or

ks
ho

ps
to

 d
is

cu
ss

 is
su

es
re

la
te

d 
to

 c
lim

at
e

ch
an

ge
, U

N
FC

C
C

an
d 

K
Y

O
T

O
PR

O
T

O
C

O
L

.
・

A
ss

is
tin

g 
re

la
te

d
ag

en
ci

es
 in

 c
ou

nt
ry

in
 p

re
pa

ri
ng

 a
nd

im
pl

em
en

tin
g

cl
im

at
e 

ch
an

ge
pr

oj
ec

ts
 s

up
po

rt
ed

by
 in

te
rn

at
io

na
l

ag
en

ci
es

,
3

G
en

er
al

 m
at

te
rs



re

ga
rd

in
g 

th
e 

tr
ai

ni
ng

(1
)

A
ft

er
 r

et
ur

ni
ng

 to
 y

ou
r

co
un

tr
y,

 h
av

e 
yo

u 
be

en
ov

er
se

as
 f

or
 f

ur
th

er
tr

ai
ni

ng
/s

tu
dy

?

Y
es

N
o

N
o

Y
es

N
o

Y
es

N
o



Q
ue

st
io

nn
ai

re
 f

or
 e

x-
pa

rt
ic

ip
an

ts
 o

f 
JI

C
A

 T
ra

in
in

g 
C

ou
rs

e

M
r.

G
U

N
A

R
D

I
M

s.
U

T
H

A
I

A
nd

ay
an

i
M

r.
H

A
SO

L
O

A
N

Pa
nj

an
ta

n
M

r.
M

oc
ha

m
ad

N
A

T
SI

R
M

r.
M

uh
am

m
ad

D
ay

uf
 J

U
SU

F
M

r.
N

G
U

Y
E

N
 K

ha
c

H
ie

u
M

s.
N

oN
G

,T
hi

 L
oc

If
 y

ou
r 

an
sw

er
 is

"Y
es

",
pl

ea
se

 m
en

tio
n

th
e 

na
m

e 
of

 th
e

co
ur

se
,th

e 
na

m
e 

of
 th

e
in

st
itu

tio
n(

co
un

tr
y)

,a
nd

th
e 

du
ra

tio
n 

of
 th

e
co

ur
se

.

at
te

nd
in

g
C

O
P,

SB
ST

A
,S

B
I

m
ee

tin
g 

an
d 

ot
he

r
in

te
rn

at
io

na
l

w
or

ks
ho

p 
or

re
gi

on
al

 w
or

ks
ho

p

・
In

te
rn

at
io

na
l

G
re

en
ho

us
e

Pa
rt

ne
rs

hi
ps

Pr
og

ra
m

 T
ra

in
in

g
an

d 
D

ev
el

op
m

en
t

co
ur

se
 M

el
bo

ur
ne

A
us

tr
al

ia
,2

1-
25

 J
un

e
19

99
・

T
ra

in
in

g 
of

 th
e

Su
ra

la
ya

 p
ow

er
T

he
rm

al
Im

pr
ov

em
en

t
th

ro
ug

h 
en

ha
nc

ed
op

er
at

in
g

M
an

ag
em

en
t 2

7
se

pt
em

be
r-

4 
O

ct
ob

er
20

00
.

T
ra

in
in

g 
an

d
de

ve
lo

pm
en

t c
ou

rs
e

 I
nt

er
na

tio
na

l
gr

ee
nh

ou
se

pa
rt

ne
rs

hi
p

or
ga

iz
at

io
n 

of
A

us
tr

al
ia

1 
w

ee
k

(2
)

W
ha

t a
re

 d
if

fe
re

nc
es

be
tw

ee
en

 th
e

tr
ai

ni
ng

/s
tu

dy
in

g 
th

e
ot

he
r 

co
un

tr
y 

an
d 

JI
C

A
's

tr
ai

ni
ng

?

In
 J

IC
A

 tr
ai

ni
g 

be
co

ul
d 

ex
ch

an
ge

in
fo

rm
at

io
n 

fr
om

va
ri

ou
s 

co
un

tr
y 

m
or

e
pe

rs
on

al
ly

, b
ut

 th
e

ot
he

r 
m

ee
tin

g 
m

or
e

sc
ie

nt
if

ic
 r

at
he

r 
th

an
ap

pl
ie

d.

In
 J

IC
A

 tr
ai

ni
ng

 w
e

co
ul

d 
ex

ch
an

ge
in

fo
rm

at
io

n 
fr

om
va

ri
ou

s 
co

un
tr

y 
m

or
e

pe
rs

on
al

ly
 a

nd
 g

oo
d

ar
an

ge
m

en
t,b

ut
 th

e
ot

he
r 

tr
ai

ni
ng

 m
or

e
sc

ie
nt

if
ic

 o
th

er
 th

an
ap

pl
ie

d.
4

F
R

IE
N

D
SH

IP
 A

C
T

IV
IT

IE
S 

A
M

O
N

G
 E

X
P

A
R

T
IC

IP
N

T
S

(1
)

Is
 th

er
e 

an
 a

lu
m

ni
as

so
ci

at
io

n 
of

 J
IC

A
pa

rt
ic

ip
an

ts
 in

 y
ou

r
co

un
tr

y?

Y
es

Y
es

N
o

Y
es

ye
s

N
o

N
o

If
 y

ou
r 

an
sw

er
 is

"Y
es

",
w

ha
t k

in
d 

of
ac

tiv
iti

es
 a

re
 m

em
be

rs
in

vo
lv

ed
 in

 e
ve

ry
 y

ea
r?

M
ee

tin
gs

JI
C
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１．コース名等 

（１） コース名 和文：（集団）地球温暖化対策コース 

英文：Group Training Course on Strategies on Climate Change and 

Development of National Inventories 

（２） 設立年度 平成９年度 

（３） 定員 １５名 

（４） 研修期間 平成１４年１月７日�平成 １４年２月２８日 

２．コースの目的・背景 

  地球温暖化問題は、人類の生存基盤に深刻な影響を及ぼす恐れがある重大な問題である。

地球温暖化により、海面の上昇、洪水や干ばつの増加、生態系の変化など、非常に大きな被

害が出てくることが予測されている。将来の世代に、その生存と発展の基盤である良好な地球

環境を引き継ぐことは、現在地球環境の恩恵を受けている我々の世代の責務であり、世界各国

が協調して、直ちに、実施可能な対策から着実に推進していく必要がある。 

 こうした国際的な認識の下に、「気候変動枠組条約」が１９９２年５月の国連総会で採択され、

１９９４年３月２１日に発効した。また、１９９７年に京都で開催された「気候変動枠組条約第３回

締約国会議（ＣＯＰ３）」で、先進国の温室効果ガス排出量について法的拘束力ある具体的な

数値目標を定めた「京都議定書」が採択された。京都議定書を運用するための詳細なルール

については、その後も国際交渉が続けられ、昨年１０～１１月にマラケシュで開催されたＣＯＰ７

で法的文書を採択、本年の発効に向けた機運が高まっている。 

 なお、現在の条約の締約国数は１８６ヶ国、京都議定書の締約国数は４６ヶ国（２００１年１２月

１１日現在）となっている。 

 我が国は、その経済力、技術力等を活用して、開発途上国への支援を、積極的に行うことが

期待されている。 

 本コースは、開発途上諸国に対し地球温暖化問題に関する科学的、技術的知見の最新情

報及び、温室効果ガス目録の作成及び温暖化対策戦略の策定に必要な情報を提供し、同諸

国の「気候変動枠組条約」により課せられる責務の遂行を支援するものである。本コースは、温

暖化問題及び気候変動枠組条約の概説並びに対策の基本的方向の教示を目的として、国際

協力事業団の特設研修の一つとして平成４年度から平成８年度にかけて実施された「地球温
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暖化セミナー」を大幅に改組し、目録の作成及び国家戦略の作成というそれぞれのニーズにも

対応するものである。 

３．到達目標 

  研修期間終了までに、研修員が地球温暖化対策に関する次の項目を習得す 

 ることを目標とする。 

（１）温室効果ガス目録を自ら作成し得る能力の育成 

（２）温暖化対策策定戦略のために必要な情報の提供および技能の育成 

４．研修項目・研修方法 

（１）研修方法 

   本コースは、講義、討論及び視察旅行の方法で実施される。 

（２）研修項目 

  ＜共通＞ 

１）我が国の温暖化問題への取組 

２）気候変動枠組条約及び京都議定書 

３）京都メカニズム、ＣＤＭ事業等 

  ＜目録＞ 

１）途上国国別報告ガイドライン 

２）温室効果ガスの算定方法と目録の作成 

  ＜戦略＞ 

１）脆弱性評価及び適応対策 

２）ＧＨＧ排出抑制対策 

３）我が国の地球温暖化対策等 

  ＜討論＞ 

１）カントリーレポート発表 

２）アクションプラン発表 

   

＜視察＞ 

１）関係施設見学 
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（３）使用言語 

 使用言語は、原則として英語とし、必要に応じて日本語から英語に通訳するこ 

ととする。 

５．研修員参加資格要件 

（１）人選方法及び選考基準 

 参加希望国政府が General Information（応募案内書�以下「 G.I.」という。）に応じて提出し

た要請書類（A2A3 Form）に基づき、国際協力事業団筑波国際センター、環境省、財団法

人日本気象協会の関係者が、G.I.に記載の研修員参加資格要件を基準として、協議し人選

を行う。 

（２）G.I.に記載の参加資格要件は次のとおり 

   １）自国政府から推薦を受けた者 

   ２）現在行政機関において、地球温暖化問題を担当している上級行政職員 

   ３）大学卒業または同等の学歴を有する者 

   ４）年令は原則 30 才から 45 才まで 

   ５）十分な英語力（特に会話力と書く能力）を持つ者 

   ６）心身ともに健康であること 

   ７）軍籍を持たない者 

（３）割当国 

割当国 １６ヶ国 

本コースの割当国である以下の１６ヶ国に G.I.を送付した。 

アルゼンティン、バングラデシュ、ブラジル、中国、コロンビア、フィジー、インド、インド

ネシア、マーシャル諸島、パキスタン、パラグアイ、サモア、セネガル、タイ、トルコ、ヴェ

ネズエラ、 

（４）受け入れ研修員 

   付表�２の通り  

 

 

６．研修実施体制及び運営 
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（１） 本研修コースの運営は、国際協力事業団筑波国際センターと、環境省が協力・協議の

うえ運営実施する。 

（２） 上記決定に基づき、筑波国際センターが、財団法人日本気象協会と研修実施委託契

約を結び、研修実施を委託する。 

（３） 国際協力事業団は研修業務の円滑な実施のために、業務調整と必要な場合の通訳業

務を行う研修監理員を配置する。 

７．研修・宿泊施設等 

使用する研修施設・宿泊施設は次のとおり 

（１）研修施設及び宿泊施設 

   １）国際協力事業団 筑波国際センター（TBIC） 

〒305�0074 茨城県つくば市高野台３�６  

Tel：0298�38�1111（代表） 

Fax：0298�38�1119 

   ２）国際協力事業団 国際協力総合研修所（IFIC） 

〒162�8433 東京都新宿区市谷本村町１０�５  

Tel：03�3269�2911（代表） 

Fax：03�3269�2054 

８．研修教材・研修資機材等 

使用する研修教材・研修資機材は次のとおり 

（１）研修教材 

 本コース用に作成したテキストを使用し、必要に応じ市販書籍を使用する。 

（２）研修資機材 

１）スライド等効果的な研修用資機材を使用する。 

２）受入研修機関の資機材を必要な範囲内において利・活用する。 

その他研修用資機材は、原則として消耗品に限り購入する。 

 

９．研修付帯プログラム 
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研修の前に次の通り、研修付帯プログラムを実施する。 

（１）来日指定日平成１４年１月７日（月） 

（２）集合ブリーフィング 

来日時事務手続、滞在諸手当の支給手続、日常生活の一般留意事項などについて集合 

 ブリーフィングを原則として来日の翌日に実施する。 

（３）一般オリエンテーション（４日間） 

日本滞在中の必要知識として、我が国の現状紹介のためのオリエンテーションを実施 

 する。 

ブリーフィング・オリエンテーション日程表 

 

１日目 １） ブリーフィング（銀行口座開設・諸手当説明等） 

２） 所長挨拶・ビデオ・館内案内 

２日目 ３）つくば市内バスツアー 

３日目 ４） 講義「日本の経済」 

５） 日本語（日常会話） 

６） 講義「日本の歴史・文化」 

４日目 ７） 講義「日本の政治・行政機構」 

８） 講義「日本の社会と日本人」 

９） 講義「日本の教育」 

５日目 東京バスツアー 

（東京タワー・皇居・銀座・浅草） 

 

（４）プログラムオリエンテーション 

   技術研修の開始に先立ち、コースの目的、日程、内容、方法等につき説明のうえ 

  周知 徹底をはかり、あわせて研修員の要望等を聴取し、実施・運営の円滑化をは 

  かるため、オリエンテーションを実施する。 

（５）厚生行事 

  筑波国際センターおよび国際協力総合研修所が実施する日本文化紹介パーティー 

  その他の厚生行事へ参加することができる。 

 

 

１０．研修の評価 

（１）本コースの評価は次のようにして行う。 
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１）質問票の提出 

  研修員による本集団研修への評価を確認するため、様式化された質問票 

（Questionnaire for Future Programmes）に回答させる。 

２）評価会の開催 

 上記質問票をもとに、研修実施機関関係者・研修員及び筑波国際センター 

研修関係者による、次期研修のカリキュラム改善等を目的とした評価会を 

開催する。 

（２）反省会の開催 

研修終了後、研修実施機関関係者、委託契約機関、筑波国際センター研修関係

者が会合を持ち、上記評価会の結果を参考として、本年度のコースの内容、運営体制

等について検討し、次年度以降のコース運営の改善を行う。 

１１．研修員の待遇 

（１）研修員の立場 

１） 研修員とは日本で技術研修を受けるために来日する者であり、留学生とは区別され

る。 

２） 本邦における研修員の身元引き受け者は国際協力事業団であり、研修員における

責任は国際協力事業団が負う。ただし、国際協力事業団の研修員に対する責任は

基本的には日本国内法慣習に従い、かつ社会通念に反しない範囲のものとする。 

３）研修員は本邦において働いて収入を得ることはできない。 

（２）研修員の病気、事故、災害等 

１） 研修員は、研修期間中に発生した事故や病気について、国際協力事業団が交付

するメディカルカードを医療機関に提示することで、無料で診療を受けることができ

る。 

２） 研修実施中の災害等に関しては、国際協力事業団の規定により保証給付が受けら

れる。 

（３）滞在費 

国際協力事業団の規定に基づき、日本国政府から本コースの研修員に滞在費の 

経費が支給される。 

１）各国の国際空港�東京間の往復航空券（ PTA による発券） 



 7 

２）国際協力事業団における宿泊費の他、一日当たり 3,594 円（筑波国際センター）�

4,194 円（国際協力総合研修所）の生活費。 

その他の支度料（20,000 円）、書籍費（4,000 円）、資料送付料（2,000 円�13,000

円、地域別）が来日時に支払われる。 

３）日本に到着後、発生した傷病に対する医療費。 

４）研修旅行における国際協力事業団宿泊施設以外の宿泊費は原則直接宿泊先へ

支払われる。生活費については、１日あたり 4,935 円が研修員に支払われる。 

（４）修了証書 

このコースを修了した者に対し、国際協力事業団は修了証書を発給する。 
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付表�３  

関係機関及び関係者リスト 

○研修実施協力機関 

 環境省地球環境局 

〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関 1�2�2 

TEL（直通）03-5521-8330 FAX 03-3580-1382 

地球温暖化対策課 

温暖化国際対策推進室長   高橋 康夫 

  課長補佐    駒木 賢司 

  担当職員    白井 靖子 

 

 

○研修委託先 

財団法人 日本気象協会 

〒170-6055 東京都豊島区東池袋 3�1�1 サンシャイン 60 55 階 

TEL（直通）03-5958-8161 FAX 03-5958-8162 

国際事業部 国際事業課 

   課長  斎藤 隆 

        赤津 邦夫 

 

○研修実施機関 

国際協力事業団 筑波国際センター 

〒305-0074 茨城県つくば市高野台３�６  

TEL（代表）0298-38-1111 FAX 0298-38-1119 

所長   狩野 良昭 

業務第一課長  江尻 幸彦 

業務第一課長代理 石上 俊雄 

担当職員  宮本 義弘 

研修監理員  安嶋 勝行 
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付表�４  

国別年度別受入実績 

割当国 地球温暖化対策セミナー 地球温暖化対策コース 合計 
 '92 '93 '94 '95 '96 小計 '97 '98 '99 '00 '01 小計  

（アジア）              
インドネシア 1 1 2 1 1 6 1 1 1 1 2 6 12 
マレイシア 1 1 1 1 1 5 1 2 1   4 9 
フィリピン 1 1 1 1 1 5  1 2 1  4 9 
タイ 2 1 1 1 1 6 1 2 1 2 2 8 14 
ヴィエトナム   1 1  2  1    1 3 
中国 1 1  1 1 4 1  1  1 3 7 
大韓民国 1 1 1 1 1 5 1 1    2 7 
モンゴル       1 1    2 2 
バングラデシュ 1 1  1  3  1   1 2 5 
インド 1 1 1 1 1 5 1 1 1  1 4 9 
スリ・ランカ          2  2 2 
モルデイヴ    1  1  1    1 2 
ネパール       1     1 1 
パキスタン 1 1 1 1 1 5 1 1 1  1 4 9 
（大洋州）              
フィジー   1 1 1 3     1 1 4 
キリバス     1 1       1 
トンガ    1 1 2  1    1 3 
トゥヴァル     1 1       1 
サモア     1 1 1 1   1 3 4 
（中南米）              
アルゼンティン       1    1 2 2 
ブラジル       1 1 2 1 1 6 6 
チリ       1     1 1 
コロンビア         2  1 3 3 
パラグァイ         1  1 2 2 
ペルー       1     1 1 
ヴェネズエラ       1     1 1 
メキシコ          1  1 1 
（アフリカ）              
ケニア         1 1  2 2 
ウガンダ        1    1 1 
中央アフリカ         1   1 1 
セネガル          1  1 1 
エティオピア          1  1 1 
（中近東・欧州）              
イエメン          1  1 1 
ラトヴィア          1  1 1 
トルコ           2 2  

合計 10 9 10 13 13 55 15 17 15 13 16 76 131 
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付表�５  

平成１３年度 割当国と応募状況 

割当：１６ヶ国、定員：１５名（今年度受入１６名） 

割当国 応募者数 受入数 備考 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

アルゼンティン 

バングラデシュ 

ブラジル 

中国 

コロンビア 

フィジー 

インド 

インドネシア 

パキスタン 

パラグアイ 

サモア 

セネガル 

タイ 

トルコ 

マーシャル諸島 

ヴェネズエラ 

１ 

２ 

１ 

１ 

２ 

１ 

１ 

４ 

６ 

１ 

１ 

０ 

２ 

２ 

０ 

０ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

２ 

１ 

１ 

１ 

０ 

２ 

２ 

０ 

０ 

 

定員オーバー 

 

 

研修内容不一致 

 

 

定員オーバー 

研修内容不一致等 

 

 

 

 

 

 

計 ２５ １６  
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